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資料１



本協議会の概要説明

１

１.経緯経過について（p.2-6）
・減災対策協議会：通算で８回目
令和３年度の減災対策協議会において、R4～R8の第二期取組方針を決定

・流域治水協議会：通算で青森圏域が４回目、その他圏域は３回目
令和３年度末までに県内すべての二級水系の流域治水プロジェクトを策定

・今回、新規参加、組織改正により両協議会の規約（青森、むつ圏域）を改正

２.ホットラインについて（p.7-9）
・Ｈ29.7以降導入
・ホットラインは、県管理河川とダムにおいてp.8-9のとおり運用しています。
・今後も適切な警戒避難に資するよう、ご対応を宜しくお願いします。

３.タイムラインについて（p.10）
・令和元年６月までに県管理河川の洪水タイムラインを策定済
・国では「流域タイムラインの作成・活用」の推進を講じている。

４.河川浸水想定区域について（p.11）
・県では「洪水予報河川」と「水位周知河川」の河川浸水想定区域は指定済
・今後、その他小規模河川の河川浸水想定区域を令和７年度末までに指定予定

（市町村においては、引き続きハザードマップの作成をお願いします）



１．経緯経過について（令和３年度までの開催状況）

２



１．経緯経過について（今回協議会・幹事会）

３

①大規模氾濫時の減災対策協議会
第８回協議会（R4.8.10）

第９回幹事会（R4.8.1）

②流域治水協議会
第４回協議会（R4.8.10）：青森圏域
第３回協議会（R4.8.10）：三八・上北圏域、

西北圏域、むつ圏域

第３回幹事会（R4.8.1）：青森圏域
第２回幹事会（R4.8.1）：三八・上北圏域、

西北圏域、むつ圏域



１．経緯経過について（減対協）R4d～R8d取組方針の決定（R4.3.31策定済）

４

R3dまでの取組方針
○ H29 当初方針策定 取組期間 H29～R3

取組内容 (1)円滑かつ迅速な避難のための取組
(2)被害軽減のための取組
(3)氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組
(4)河川管理施設の整備等に関する対策

○ R 2 変更方針策定 「「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画の改定(H31）」を受けて取組を拡充

取組の実施状況や周辺状況の変化
○ 進捗が図られている取組がある一方、なかなか進まない取組もある
○ 取組が進まない要因には、「関係機関との調整が多岐にわたること」、「情報やマンパワーの不足」等がある
○ 近年の頻発化・激甚化する豪雨等により水防対応や住民避難の面で不安・懸念がある
★ 青森県内の二級水系全79水系を対象として

「流域治水協議会」を設立し、流域内各関係機関のハード・ソフト対策からなる「流域治水プロジェクト」を展開
★ 水防法の改正により、洪水浸水想定区域及び洪水ハザードマップの対象河川が大幅増

課題
○ 気候変動の影響により頻発化・激甚化する豪雨等に備えるため、関係機関の連携による取組継続が必要

特に、関係機関相互の連携・調整を図るためには認識及び情報を共有しておくことが重要
○ 洪水浸水想定及びハザードマップなど、また新たに取組むべき事項もある

新たな取組方針
◎ 基本的に目標や内容は現行方針(R2変更版）を踏襲することとし、実施時期等について時点修正を行う
◎ 新方針の取組期間は５年間（R4～R8）
◎ 主にハード対策など「流域治水プロジェクト」で取組む内容は新方針から削除

（新方針は水防・避難に関する取組だけとするが、一部重複あり）

全圏域 R4d～R8dの第二期取組方針を決定（R4.3.31）



１．経緯経過について（流域治水）
R4.3.30までに県内二級水系すべてプロジェクト策定済

５

２

３

①岩
木
川

高瀬川

④

②

③

１級水系

２級水系

二級水系（全７９水系）

圏域
流域治水協議会 【事務局 ： 県】 流域治水

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ構成市町村 設立

①
青
森

青森市
平内町
今別町
外ヶ浜町
蓬田村

野辺地町
横浜町

R3.6.4

R4.3.30策定

青森市
R3.8.31策定

②

三
八
・
上
北

八戸市
五戸町
階上町
新郷村

十和田市
六戸町

おいらせ町
六ヶ所村

R3.6.2 R4.3.30策定

③
西
北

五所川原市
中泊町

鰺ヶ沢町
深浦町

R3.6.2 R4.3.30策定

④ む
つ

むつ市
大間町
東通村

風間浦村
佐井村

R3.6.1 R4.3.30策定

流域治水協議会 圏域図
（減災対策協議会と同様）

一級水系
（全３水系）

流域治水協議会 【事務局 ： 国交省、県】 流域治水
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ構成市町村 設立

岩木川
青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、

板柳町、鶴田町、中泊町、藤崎町、大鰐町、田舎館村、西目屋村
R2.9.18 R3.3.30策定

高瀬川 十和田市、三沢市、七戸町、六戸町、東北町、六ヶ所村 R2.9.18 R3.3.30策定

馬淵川 八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、新郷村、（岩手県関係市町村） R2.9.18 R3.3.30策定

※二級水系は県が主体となって取組を推進
（方針） 青森県の二級水系の多くは規模が小さいことから、圏域単位で

協議会を設置し、市町村単位でプロジェクトを策定

※一級水系は国が主体となって取組を推進



１．経緯経過について（構成員の追加、組織改正による変更）

６

【青森圏域】規約改正（R4.8.10時点）
・大規模氾濫時の減災対策協議会 規約
・流域治水協議会 規約

（規約変更の理由）
①東北町の追加

青森県では、野辺地川上流・清水目ダム下流の浸水想定区域を令和４年度指定
予定（東北町と野辺地町が範囲内）東北町は、ダム下流浸水想定区域が指定され
た後、ハザードマップなど関連することから、今回構成員に追加。

②今別町、野辺地町
組織改正による職位名の変更

【むつ圏域】規約改正（R4.8.10時点）
・大規模氾濫時の減災対策協議会 規約
・流域治水協議会 規約

（規約変更の理由）
①東通村

組織改正による職位名の変更



２．ホットラインについて

７
｛岡山河川事務所HP 高梁川水害タイムライン検討会第２回参考資料｝を引用加筆

指示

指示

又は緊急安全確保措置を支持しようとする場合に指

指示



２．ホットラインについて

８

避難判断水位

氾濫危険水位

氾濫注意水位

時間の流れ

水位

氾濫注意情報 氾濫警戒情報 氾濫危険情報 氾濫発生情報

洪水予報河川 洪水予報河川、水位周知河川 洪水予報河川、水位周知河川 洪水予報河川

ホットラインのタイミング 高齢者等避難

発令判断の目安

避難指示

発令判断の目安

市町村の対応



２．ホットラインについて

９



３．タイムラインについて

10



４．河川浸水想定区域について

11

令和７年度までの指定に向けて検討に着手

○ 水防法改正案 ： 流域治水関連法案として令和３年２月２日閣議決定、令和３年５月１０日公布
○ 洪水等の浸水想定区域の指定とハザードマップの作成を中小河川等まで拡大し、リスク情報空白域を解消

＜従来＞洪水予報河川、水位周知河川 洪水浸水想定区域の指定
（想定最大規模降雨）

ハザードマップ
（市町村作成）＜改正＞上記以外の河川（その他河川）を追加

【洪水浸水想定区域】

水系
・洪水予報河川
・水位周知河川
（指定済み）

小規模河川
（令和７年度ま
でに指定）

ダム下流
（今後、指
定予定）

１級 15 95 ５

２級 23 99 ３

合計 38 194 ８

県管理河川
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